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高知県教育委員会 会議録 

令和４年５月定例委員会 

場所：教育委員室 

 

（１） 開会及び閉会に関する事項 

開会 令和４年５月２６日（木）１３：３０ 

閉会 令和４年５月２６日（木）１４：５８ 

 

（２）教育委員会出席者及び欠席者の氏名 

 出席者    教育長        長岡 幹泰 

教育委員       平田 健一 

         教育委員       永野 隆史 

         教育委員       森下 安子 

教育委員       町田 美紀 

         教育委員       弥勒 美彦 

   

（３）高知県教育委員会会議規則第８条、第９条の規定によって出席した者の氏名 

  高知県教育委員会事務局 教育次長         竹﨑  実 

〃      教育次長         黒瀬  渡 

〃      教育政策課長        鈴木 智哉 

〃      教職員・福利課長     中平 貢正（付議第4号及び専決処分報告第1号を除く） 

〃      学校安全対策課長     大﨑 和幸（報告第 1号及び付議第 1号のみ） 

〃      幼保支援課長       田中  健（報告第 1号、付議第 1号及び第 4号のみ） 

〃      小中学校課長       今城 純子（報告第 1号及び付議第 1号のみ） 

       〃      高等学校課長       並村  一（付議第 2号及び第 3号を除く） 

〃      高等学校課企画監     竹村 謙（付議第 2号及び第 3号を除く） 

〃      特別支援教育課長     濱田 邦彦（報告第 1号、付議第 1号及び第 4号のみ） 

〃      生涯学習課長       原   貴（報告第 1号及び付議第 1号のみ） 

〃      保健体育課長       前田 義朗（報告第 1号、付議第 1号及び第 4号のみ） 

〃      人権教育・児童生徒課長  飯田 泰明（報告第 1号及び付議第 1号のみ） 

〃      教育政策課課長補佐    三谷 玲子 

〃      教育政策課教育企画担当チーフ  大前 拓也（会議録作成） 

       〃      教育政策課主査      前田つぼ美（会議録作成） 

 

（４）議事の大要及び教育長等の報告の要旨 

【冒頭】   

  教育長      ５月定例委員会を開催する。 

教育次長     （提案説明） 

 教育長      付議第３号及び第４号は、高知県議会６月定例会に提出予定の議案

について検討を行うもの、専決処分報告第１号は非公表の情報を取

り扱う議案のため、非公開の取り扱いとしたいが、賛成の委員は挙

手をお願いする。 
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 各委員      全員挙手 

教育長      それでは、付議第３号、第４号及び専決処分報告第１号を非公開の

取扱いとする。 

 

 

【報告第１号 高知県同和奨学資金、高知県地域改善対策奨学資金給付金及び高知県地域改

善対策奨学資金貸付金の戻入金に係る高知県債権管理条例に基づく債権放

棄について                 （人権教育・児童生徒課）】 

○人権教育・児童生徒課長 説明 

○質疑                                 
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金額でいうとどれくらいの割合でこういう事例が発生しているのか。 

 

貸付金そのものの全体像としては 80億円ほどであり、その中で返還され

たものや免除されたもの、これから履行期限が到来する債権があって、現

在未収金となっているものは約４億 2,000万円である。今回の債権放棄は

戻入金で、一旦貸付等を行ったが途中で退学等のために要件に該当しなく

なり戻入が発生した。そういったものから現在整理を進めており、昨年度

は 26件分処理をした。 

 

80億円は残高なのか。 

 

貸付金そのものの全体像である。 

 

全体像ということは累計か。 

 

そうである。 

 

年間ではどれくらいの金額を貸付しているのか。約４億 2,000万円が今

回処理しないといけない対象になっていて、資料２ページ「３ 人権教育・

児童生徒課の取組」にある金額を今回処理するということか。 

 

そこに記載している 26 件については令和３年度分として処理を終了し

ており、今年度についてはこれから整理を進めていく。所在不明者の調査

等の後、債権管理推進部会に諮り、令和４年度は 30件前後を処理する予定

である。 

 

26件でだいたい 100万円弱になっているが、平均すると毎年どれくらい

の金額を貸付しているのか。 

 

平成 18年度で全ての貸付が終了している。貸付を行った分についてはそ

れ以後 20 年間で返還になるので、その返還の回収業務を現在行っている

が、回収が十分に進んでいない分が未収金として残っている。今回はその
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未収金の中で非常に金額が少ないものについて、債権そのものを放棄して

いく形で処理させていただいた。 

 

集金できている分もあるということか。 

 

そうである。貸付をした分を 20年間で返還している方もたくさんいる。

生活保護等の状況によっては免除申請をしていただいて免除が確定する方

もいる。 

 

資料２ページで、令和２年度は 1人で 11,000円、令和３年度は 26人で

933,950 円とあるが、人数が増えたのはなぜか。また件数と人数はだいた

い一致しているように思うが、令和元年度は 69件で 14人とあるのはなぜ

か。 

 

古い債権から順次所在不明者の確認などの整理を行っている。資料１ペ

ージの「１ 制度の変遷」の【１】【２】については、今まで整理を行い、

ほぼ未収金がない状態になっている。これから【３】【４】について整理を

していかないといけないが、令和２年度については判明した戻入金 70件分

についてまず整理することに着手した。令和２年度は整理が十分に進まず

１件であったが、令和３年度は 26件分について債権放棄ができた。さらに

残りの分については整理をしたものから順次債権管理推進部会に諮る予定

である。古いものから順番に整理した結果、年度によって差が出ている。 

 

年度毎に未収金がいくら存在するという話ではなく、順次整理しないと

いけないという話である。 

 

古い債権については、現状で所在不明者もいるが、未収金なので回収業

務にあたらないといけないというのがまず大前提としてあり、回収業務の

中で所在の確認や本人の返還の意思確認などを何回か行う。そういった形

で整理をしていき、最終的に放棄が必要なものについて、その年度に債権

放棄をしている。そういった回収業務や所在確認に時間がかかっているが、

整理されたものから年度ごとに順番に放棄していくという形になってい

る。 

 

 

 

【付議第１号 令和３年度高知県教育委員会施策に関する点検・評価に関する議案 

（教育政策課）】 

○教育政策課長 説明 

○質疑                                 
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何年かの計画になると思うが、今回点検評価ということで、その進捗を

見て、計画通りでいいのか、それとも何らかの対策や見直しが必要なのか。

PDCAを回すことが目的だと思うが、冒頭の説明で学力というよりは中途退

学やいじめ、暴力行為などが全国平均よりも大幅に発生率が高いとあって、

それは今に始まったことではないかもしれないが、なかなか手が打ててお

らずこういう状況が続いているのか。 

 

今に始まったことではなく、以前から全国平均と比較すると、中途退学

は下がってきているが、暴力行為や不登校は全国平均と比較すると高いと

いう状況が続いている。ただ不登校については、全国的にも右肩上がりに

なっており、それは様々な原因が考えられると国では分析している。高知

県も同じように平行線で上がっている状況だが、近年の要因としては、家

庭に係る問題や本人に係る要因が割合としても多くなってきている。逆に

少なくなってきているのは学校に係る要因で、学校での人間関係といった

部分では、令和２年度は新型コロナウイルス感染症により休校になったと

ころもあって、少なくなってきている。県教育委員会事務局として、全国

より高いということよりも、高知県としての要因をしっかりと調べて分析

し、そこに関する施策を考えたり、学校では対応を考えるということが非

常に大切である。福祉部局や医療との連携というところも踏まえて対策を

練るよう考えている。 

 

県教育委員会の守備範囲とは違うところの要因が増えているということ

か。 

 

学校でできることは、当然今まで通り取り組んでやらないといけないこ

とがたくさんあるが、それに加えて各市町村の福祉部署や、医療関係との

連携協働が非常に大切になっている。以前からそこが大切だということは

捉えていたが、より一層大切な状況になっているので、そういったところ

との連携を進めていきたい。 

 

資料３ページの改訂のポイント「３ 不登校への重層的な支援体制の強

化」のところで、資料 66ページの不登校担当教員の配置はすごく期待して

いたが、単年度の KPIの 70％に対し、３月末の状況が 35％になっている。

また、資料 84ページにある校内適応指導教室については、学校を視察させ

ていただいた時にすごく良い取り組みをされていると思ったが、単年度の

KPIの 70％に対し、３月末の状況が 25％と低い。これはもう少し長期的に

考えていかないといけないのか、多面的になったのでもう少し重層的にや

っていかないといけないのか、どちらの影響が大きかったのか。 

 

不登校の出現率をひとつの KPIとして設定しているが、全国も右肩上が

りになっており、指定校についても指定はさせてもらっているが全体的に

は十分に KPIが達成できていない状況にある。指定された学校は以前から
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かなり厳しい学校で、出現率を減らしていきたいという目標を持ってはい

るが、非常に厳しい状態が続いている。資料 84ページの校内適応指導教室

については、去年は４校指定させていただき 43％の子どもの欠席日数が減

っている。30日以上の不登校ではあるが改善傾向にあると捉えている。そ

れを継続していき、最終的には出現率の改善までもっていきたい。 

 

コロナの影響も若干あって、全国的にも上がっている状況の中、KPI ま

でには現れていないが、一人一人を見るとなんらかの成果は出ていると考

えたらいいか。 

 

平均して全員が改善傾向というのは難しいかもしれないが、一人一人を

見ていくと、校内適応指導教室がもしなかったら、そのまま引きこもり気

味で終わっていたような子どもたちの欠席が、不登校の定義となる 30日以

上ではあるものの、途中で止まったという子はたくさんいる。その子にと

ってはそれが進路実現に繋がったりということも聞いているので、今のと

ころは KPIまで結果が出ていないが、一人一人を見ると十分成果がある子

どももたくさんいると捉えている。 

 

全体の数字で見ていくことの困難さがあると思った。とてもいい取り組

みなので、一人一人を見て、改善の傾向があると聞いて安心した。 

 

KPI の結果だけでなく、言葉でそういう成果を表現しておかないと、取

り組みをしたけど結果は KPIに現れなかったとだけ、捉えられる可能性も

ある。状況を丁寧に説明することが必要である。 

 

出現率は大事なところであるが、多様な方角から見て子どもたちについ

てどうなのか、といった指標も持ちたいというところで、現在指標の取り

方も考えているところである。 

 

資料 12ページの「体」についての基本目標の状況で、昨年度は小中の男

女とも全国平均を上回っている。コロナ禍で全国数値も下がっているよう

に思うが、高知県は全て小中の男女とも全国平均を上回ったのは素晴らし

いと思う。これは先生方の取り組みの結果であり、うまく児童生徒を指導

されたのだと思うので、学校現場の取り組みを褒めていただきたいと思う。

Ｄ３層の問題については、令和４年度は改善できるような取り組みをして

ほしい。高等学校課としても力を入れて取り組んでいると思うが、先が見

えていないような感じがする。緻密に取り組んで、来年のこの時期はいい

点が出るようにお願いしたい。不登校問題は今ご意見があったとおり、あ

わせてお願いしたい。現状課題や、今後の取り組みが示されるこの資料は

大変価値がある。この資料を大切に取り組んでいただきたい。 

 

体育に関して、コロナ禍でも各学校の方でしっかり学校経営計画の中に
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「体」の基本目標を入れて取り組んでいただいている。各学校が体力、運

動能力の調査結果をもとに自校の弱い部分について授業の中などで工夫を

しながらやっている。この部分については全国の調査と比べても高知県の

教員と学校の取り組みで高い値がでているので、引き続き小中含めてお願

いしていきたい。 

 

平田委員からご意見があったように、学校を褒めるような場面があった

らぜひ伝えてあげてほしい。 

 

資料 68ページの「KPIの状況（３月末）」で、男子については 50ｍ走の

記録が小学校から高校へ上がるに従ってタイムが早くなっているが、女子

については中学生がピークで、高校になるとまた遅くなっている。その辺

りはどんな分析をしているのか。 

 

小、中、高と上がっていくにつれて、子どもの発達も影響し、体がだん

だんと成長期に合わせて大きくなってくる。特に中学校から高校へ上がる

ところで、運動部活動の加入率が下がってきたり、部活動から離れてアル

バイトを始めたりだとか、そういった部分も影響しているのではないか。

走力については、少しずつ改善されているが、全国平均と比べると 0.1秒

を下回るくらいではあるが、何年も低い状態が続いている。これについて

は、かけっこ先生や保健体育課が学校をまわる中で指導を行っている。 

 

女子が中学校から高校にかけて走るスピードが落ちるのは全国的な傾向

なのか。 

 

高校に関する全国調査はなく、全国の高校の女子や男子の数値が不明な

状態である。全国体力・運動能力、運動習慣等調査は小中学校が対象にな

っており、高校については高知県独自で体力・運動能力の調査を行い、そ

の数値を出している。 

 

Ｄ３層において、ここ数年のデータを再度確認したところ、学力定着把

握検査で１年生の４月実施の１回目から 11 月実施の２回目についてはＤ

３層の割合が例年同様に下がってきているが、１年生の２回目から２年生

の６月実施の１回目にかけてはＤ３層の割合が上がっていく傾向がある。

学年が変わる春休みの課題が夏休みと比べて出しにくい状況もあるかと思

うが、そういったところは学校支援チームを中心に働きかけをして対策を

していきたい。 

 

Ｄ３層の割合を 10％以下にするという到達目標があるので、ぜひ取り組

んでいただきたい。 

 

資料 83ページの「心の教育センター相談支援事業」について、こういっ
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た相談窓口は心の教育センター以外の選択肢もあるのか。例えば民間での

そういった窓口を把握しているか。また、これは子どもが相談しに来る場

所なのか、例えばひとり親の方とかが相談できる場所はこういうところに

なるのか。 

 

窓口については、毎年心の教育センターが全ての子どもたちにカードと

一緒にチラシを配布しており、チラシの裏面に相談窓口を記載している。

その他の相談機関は、民間も含め弁護士会や県警、思春期相談センターと

いったところもあり、色んな相談機関を一覧表にして電話番号と一緒に記

載している。 

 

これは紙だけなのか。ＳＮＳは使っていないか。 

 

紙で配布している。心の教育センターの相談窓口については、「高知家ま

なびばこ」の中にも入っており、子どもたちのタブレットで操作すると相

談窓口が出てきて、タップすればそのまま繋がるといったメール相談の形

も昨年度から行っている。心の教育センターは親も子どもも両方相談する

ことが可能である。24時間電話やメール、ＳＮＳは子どもだけで相談でき

るが、相談窓口に実際に来て相談するには、最初は親と一緒に来てもらう

ことが必要になる。親だけでの相談は可能。私学生も対象に、色んな相談

を受け付けている。 

 

今月 23 日に高知県教育振興基本計画推進会議があったが出席できずそ

こでの論議をお伺いできなかった。私たち教育委員以外の観点でどういっ

たことで論議がされたのか。評価、成果について高知県教育振興基本計画

推進会議委員がどう捉えられているのかもお聞きして、次のことも考えな

いといけないと思う。せっかく論議されているのでそこを教えていただき

たい。 

 

基本的には同様のご説明をさせていただいたうえで、点検評価の評価そ

のもの自体というよりは、今後どうしていくのかという話があった。テー

マは多様なので、全てのご紹介はできないが、例えば、デジタルの関係で

あれば、実際教員にいかに活用していただくかが重要であり、いくつ配備

したかというよりも、教員にどう落とし込んでいくかを今後考えていかな

ければいけないといったご意見も頂戴した。また、キャリアパスポート等

について、保護者を含めどんどん広報を図っていくべきであるとか、成年

年齢の引き下げもあったことからより進んで取り組んでいくべきであると

いった話もあった。さらに、Ｄ３層については高知県版の学力定着調査と

の繋がり等で、学力の低い子どもを早期に見つけることが可能なのか、可

能であれば検討していただきたいといったような、かなり幅広なご意見を、

今後の議論の方向性として頂戴したところである。 
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永野委員 

 

弥勒委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弥勒委員 

 

 

 

事務局 

 

 

弥勒委員 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

弥勒委員 

 

やはり現場に近い分だけ、結構具体的な話が多い。 

 

ＩＣＴの活用で教員のスキル向上に課題があることについて、すでに色

んな形での支援策は手を打たれていると思うが、それに対して対策や強化

のための見直しを行うのか。 

 

教員のＩＣＴ活用指導力向上という観点では、様々な部署に関係するが、

一体的に色んな場面で指導力向上を図っていければと思っている。例えば、

教育センターで行っている教員の法定研修では必ずＩＣＴの活用について

盛り込む形で実施している。授業実践の向上にいかに繋げていくかという

観点から、研修等でＩＣＴの使い方を学んでいく。また具体的な授業実践

については、授業改善の研修や授業づくり講座等で有効なツールとしてい

かにＩＣＴを使っていくかということに観点をおきながら、授業の好事例

や好実践として、各学校、各市町村教育委員会も含め紹介している。その

ような様々な場面でＩＣＴ活用を授業実践にあたっていかに適切なツール

として落とし込んでいくかということは、教育委員会事務局内でも連携し

て実施している。 

 

ベストプラクティスの紹介は、それをやることによってメリットがある

ということを教員に理解してもらい、積極的にＩＣＴの活用をした方が良

いということをより強く印象づけることが目的なのか。 

 

使うこと自体というよりは、ツールを使うことによって授業がいかに良

くなるかということを教員に理解してもらうことが重要だと思っている。 

 

かなりの割合で、拒否感というか、どうしても自分自身が苦手な意識が

ありなかなか一歩を踏み出せない教員もいるのではないかと思う。そうい

った方のために、授業で活用するスキルの習得もいいと思うが、まずは仕

事の中で使ってみながら習得するという方が早いかもしれない。例えば支

援員などが最初の１ヵ月はサポートしながら、だんだんと手が離れていく

ような支援をすることにも価値があると思う。 

 

実際、デジタルやＩＣＴという言葉だけで拒否感というか、授業実践の

検討にあたって選択肢にもなかなか出ないという実態もあるので、まずは

校長にご理解いただいて、各学校に広げていく形も１つであり、外部のＩ

ＣＴ支援員に授業におけるＩＣＴの活用をサポートしていただくといった

ようなこともある。ＩＣＴ支援員は配置目標等もあるが、県教育委員会事

務局として資質向上のサポートなども行っており、教員のＩＣＴの活用を

支えていきたい。 

 

４月に教育長と一緒に教育センターで遠隔授業を見学させていただいた

キャリア教育の取り組みは、生徒にとって身近なベストプラクティスの教
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事務局 

 

 

 

 

 

 

弥勒委員 

 

 

 

教育長 

 

 

 

弥勒委員 

 

教育長 

 

 

教育長 

各委員 

教育長 

育だと思うが、そういうものも今回のキャリア教育の充実の中のメニュー

には入っているのか。 

 

キャリア教育の充実という事業の中に入っているわけではないが、遠隔

教育の拡充の中で、授業だけではなく、キャリア教育の活用も含め、例え

ば進学コースへのプラスアルファの勉強や、公務員試験のための講座など、

中山間地域で学校外ではなかなかそういった講座等を受けることができな

い生徒に対しての遠隔授業でのサポートという形で実施しており、その中

でキャリア教育の講座等も実施している形である。 

 

ここには 100を超える項目があるので、先ほどの部分は２つの項目でオ

ーバーラップしている部分だと思う。どちらにも属するようなので、両方

に入れてもいいように思った。 

 

インターネットが使えるのであれば、中山間地域の学校だけに留まるの

ではなくて、参加したい中学生、高校生が参加できるようなものにしてい

くともっと広がりがあっていいかと思う。 

 

そうでないともったいない。 

 

そういったところをこれから考えていきたい。 

 

 

付議第１号の議決を求める。賛成する委員は挙手をお願いする。 

全員挙手 

付議第１号を原案のとおり議決する。 

  

 

 

【付議第２号 高知県立学校職員の人事評価に関する規程の一部を改正する訓令議案 

（教職員・福利課）】 

○教職員・福利課長 説明 

○質疑                                      

 

 

 

教育長 

各委員 

教育長 

【質疑等なし】 

 

 

付議第２号の議決を求める。賛成する委員は挙手をお願いする。 

全員挙手 

付議第２号を原案のとおり議決する。 
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【付議第３号 高知県手数料徴収条例の一部を改正する条例議案に係る意見聴取に関する議案 

（教職員・福利課）】 

○教職員・福利課長 説明 

○質疑                                【非公開】 

教育長 

 

 

永野委員 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

各委員 

教育長 

研修記録については、現在国の方でどういった形にするのか検討してい

るというところである。 

 

これはあくまでも手数料の徴収業務のことで、研修等についての論議は

別途あるということか。 

 

そうである。免許状の更新制がなくなることによって、徴収業務がなく

なるという内容である。 

 

 

付議第３号の議決を求める。賛成する委員は挙手をお願いする。 

全員挙手 

付議第３号を原案のとおり議決する。 

 

 

 

【付議第４号 令和４年度高知県一般会計補正予算に係る意見聴取に関する議案 

（教育政策課）】 

○教育政策課長 説明 

○質疑                                【非公開】 

永野委員 

 

 

事務局 

 

 

教育長 

各委員 

教育長 

特別支援学校の給食費の値上げ単価は約 26円で県立高等学校（定時制）

の単価は 50円だが、人数割で特別支援学校が安いのか。 

 

旧単価からの値上げである。単価がそれぞれ違う。 

 

 

付議第４号の議決を求める。賛成する委員は挙手をお願いする。 

全員挙手 

付議第４号を原案のとおり議決する。 

 

※付議第３号及び第４号議案については非公開議案であったが、令和４年６月高知県議会定

例会が開会され、議案が公開されたことから、当該議案の会議録は公表するものとする。 

 

 

【専決処分報告第１号 新型コロナウイルス感染症対策のための県立学校における臨時休業

に関する専決処分報告             （高等学校課）】 

○高等学校課長 説明 

○質疑                                【非公開】 
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教育長 

各委員 

教育長 

【非公開議案】 

 

 

専決処分報告第１号の承認を求める。承認する委員は挙手をお願いする。 

全員挙手 

専決処分報告第１号を原案のとおり承認する。  

 

 

 

（５）議決事項 

 

付議第１号から第４号        原案どおり議決 

専決処分報告第１号         原案どおり承認 


